
平成２８年度

東大阪市包括外部監査結果報告書

【概要版】

行政財産の使用許可及び普通財産の貸付に関す

る財務事務について～台帳管理の状況を含む～

平成２９年３月

東大阪市包括外部監査人

公認会計士  遠 藤 尚 秀





目 次

第１章 包括外部監査の概要 .................................................................................................1
Ⅰ．包括外部監査の種類 .....................................................................................................1
Ⅱ．選定した特定の事件（テーマ） ...................................................................................1
Ⅲ．包括外部監査の対象となった部署 ...............................................................................1
Ⅳ．包括外部監査の対象期間 ..............................................................................................1
Ⅴ．事件（テーマ）を選定した理由 ...................................................................................1
Ⅵ．包括外部監査の方法 .....................................................................................................2

１．監査の要点 ................................................................................................................2
２．主な監査の方法 .........................................................................................................3

Ⅶ．包括外部監査の実施期間 ..............................................................................................3
Ⅷ．包括外部監査従事者 .....................................................................................................4
Ⅸ．利害関係 .......................................................................................................................4

第２章 行政財産の使用許可・普通財産の貸付の概要 .........................................................5
Ⅰ．法令及び東大阪市における条例や規則等について......................................................5

１．法令について ............................................................................................................5
２．東大阪市における条例、規則及び規程について......................................................5

Ⅱ．資産活用としての使用許可及び貸付に関する現状分析について ................................5
１．東大阪市での資産活用に関する方針について .........................................................5
２. 行政財産の使用許可及び貸付の状況 ........................................................................6
３．普通財産の貸付の状況 ........................................................................................... 17
４．料金減額・免除の状況 ........................................................................................... 18

Ⅲ．行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財産の貸付に関する内部統制について ... 21
１．行政財産の使用許可及び貸付に関する内部統制................................................... 21
２．普通財産の貸付に関する内部統制 ........................................................................ 24
３．使用料決定及び貸付料決定に関する内部統制 ...................................................... 25

第３章 監査結果（指摘）及び意見の総括（概要） .......................................................... 28

監査結果の主なものを以下、記載いたしました。

（注１）報告書中の監査人による試算・推計の数値・金額は、監査人に指示の

あった資料に限定して行ったもので、その数値・金額の正確性を保証

するものではない。

（注２）報告書中の表及びグラフの合計は、端数処理の関係で、総数と内訳の

合計とが一致しない場合がある。



1

第１章 包括外部監査の概要

Ⅰ．包括外部監査の種類

地方自治法第 252 条の 37 第１項及び第４項並びに東大阪市外部監査契約に基づく

監査に関する条例第２条に基づく包括外部監査

Ⅱ．選定した特定の事件（テーマ）

行政財産の使用許可及び普通財産の貸付に関する財務事務について

～台帳管理の状況を含む～

Ⅲ．包括外部監査の対象となった部署

財務部管財室を始め、行政財産の使用許可・普通財産の貸付及びそれらに伴う固定

資産・債権管理に携わる関連所管部署（一般会計）

Ⅳ．包括外部監査の対象期間

平成 27年度。但し、必要に応じて過年度及び平成 28年度の一部を含む。

Ⅴ．事件（テーマ）を選定した理由

地方財政法第８条において、『地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこ

れを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。』

と定められている。東大阪市では行政目的達成のため多岐にわたる業務を行っていま

すが、そのうちの一つとして、保有財産の有効活用を目指し、行政財産の使用許可及

び普通財産の貸付を行っている。

このように、保有財産の有効活用は大きく分けて、「新たな収入の確保あるいは受

益者負担の見直しのため」と「資産の有効活用を通じて行政目的の完遂のため」に、

必要なことと考える。

まず東大阪市の財政状況としては、昭和 61 年度の危機的な財政状況から脱出する

ための「職員 800人削減計画」を始めとして、「職員数適正化計画（Ｈ７～）」、「行財

政改革行動計画（Ｈ15～）」、「集中改革プラン（Ｈ17～Ｈ21）」、「新集中改革プラン（Ｈ

22～Ｈ26）」まで、人件費の総量抑制を図ってきており、支出抑制と共に収入の確保も
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大きな課題として認識されていた。それを受けて、平成 27 年４月に「東大阪市行財

政改革プラン 2015」を作成し、その中で、「３．「歳入を確保し、市役所の財政力を向

上させます」」を掲げ「（３） 使用料、手数料など受益者負担の見直し（減免制度の見

直し）」が明記されている。

次に、財政面のみならず行政目的遂行の面から考察すると、東大阪市では、平成 27

年３月末において、公共資産として有形固定資産を 5,002億円保有している（平成 26

年度東大阪市財務書類４表より）。東大阪市として財産を保有される以上、市民のた

めに有効活用することは必須の事項と言える。その流れの一環として、総務省主導に

よる地方公会計改革があり、平成 29 年度より固定資産台帳の整備を前提として全国

統一的な基準に基づく財務書類の作成が求められているところである。

このような背景の下、東大阪市がその保有財産の有効活用を目指すことにより、行

政目的達成を果たそうとしている点に着目して外部監査を行うことが有用であると

考える。

具体的には、市財産保有の目的に合致した利活用がされているかを確かめるべく、

その保有財産活用の運用面にスポットを当て、市財産の使用許可及び貸付に関する業

務を確認する。

さらに、これらの業務より付随的に発生する固定資産及び債権の管理状況を確認す

ることで、東大阪市の財産に関連する財務事務を総合的に取り上げることとする。

その結果、資産の運用に関連する事務事業の全体的な状況を把握、確認できるもの

と考えられ、全体最適を目指しつつ、限られた財産の有効活用が適切に実施されてい

るかを確認できることになると考える。

また、今回の調査を通じて把握される情報は、今後検討が予定されている新地方公

会計制度の構築の前提となる固定資産台帳の整備・運用に活用することができるため、

東大阪市における新地方公会計制度の適切な構築にも貢献できるものと推察する。

以上より、今年度においては財産の使用許可及び貸付業務を中心としてそれに関連

する債権管理の状況を確認することが、資産の全体最適・有効活用を目指そうとして

いる東大阪市にとって有用と考えたため、このテーマを監査テーマとするものである。

Ⅵ．包括外部監査の方法

１．監査の要点

行政財産の使用許可及び普通財産の貸付に関する事業に係る執行事務や運営

管理などが、関係法令や諸規定に準拠して行われているか、また、同事務が全体

として経済的、効率的、効果的に運営管理されているかを着眼点として、主に以

下の監査要点について外部監査を実施する方針である。

○ 行政財産の使用(貸付)料及び普通財産の貸付料、その他の条件は適切か。

○ 行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財産の貸付期間は不必要に長期間とな

っていないか。

○ 行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財産の貸付に関する減免理由は適切か。
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○ 同一の使用許可(貸付)に関する減免について方針が各部局間で統一されている

か。

○ 行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財産の貸付の内容は適宜見直されてい

るか。

○ 行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財産の貸付に係る情報公開は適切に行

われているか。

○ 過年度の包括外部監査指摘事項(行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財産

の貸付に関係する項目を中心として）の措置状況の確認

○ 債権管理の状況が妥当か

○ その他、上記に関連して各手続が法令規則に沿って適切に行われているか

２．主な監査の方法

○ アンケートによる行政財産の使用許可の状況の把握調査及び資料提示の上説明

を受けた上で市ルールに従った行政活動となっていることの確認

○ アンケートによる普通財産の貸付の状況の把握調査及び資料提示の上説明を受

けた上で市ルールに従った行政活動となっていることの確認

○ 行政財産・普通財産について必要なルールが制定されているかどうかについて、

質問、資料提示を受けての確認

○ 行政財産使用料及び普通財産貸付料についての減額及び免除（減免）の妥当性に

ついて、質問、資料提示を受けての確認

○ 行政財産使用料及び普通財産貸付料についての減額及び免除（減免）について現

状と通常の使用料及び貸付料との比較分析

○ 必要に応じて関連する施設等の視察

○ 重要性を考慮し、選定した事案について、担当者への質問、協定書、契約書、決

裁書等各種関連資料の閲覧

○ その他監査人が必要と認めた手続

Ⅶ．包括外部監査の実施期間

 自 平成 28年６月１日  至 平成 29年３月 31日
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Ⅷ．包括外部監査従事者

包 括 外 部 監 査 人 公 認 会 計 士  遠 藤  尚 秀

包括外部監査人補助者 公 認 会 計 士  末 金  将 治

公 認 会 計 士  福 井   剛

公 認 会 計 士  角 田  達 哉

公 認 会 計 士  小 寺  雄 二

公 認 会 計 士  堀 井  孝 彦

公 認 会 計 士  崎 原  崇 史

公認会計士試験合格者  青 沼   秀

税  理  士  伊 藤  明 裕

Ⅸ．利害関係

包括外部監査の対象となった事件につき、包括外部監査人及び包括外部監査人補助

者は地方自治法第 252条の 29の規定により記載すべき利害関係はない。
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第２章 行政財産の使用許可・普通財産の貸付の概要

Ⅰ．法令及び東大阪市における条例や規則等について

１．法令について

行政財産の使用許可及び普通財産の貸付に関する主な法令等は、以下のとおりで

ある。

Ø 法令等

・ 地方自治法

・ 地方自治法施行令

・ 地方自治法施行規則

・ 地方公営企業法

・ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

２．東大阪市における条例、規則及び規程について

行政財産の使用許可及び普通財産の貸付に関する主な東大阪市の条例、規則及び

規程は、以下のとおりである。

Ø 条例、規則及び規程

・ 東大阪市行政財産使用料条例

・ 東大阪市行政財産使用料条例施行規則

・ 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

・ 東大阪市延滞金徴収条例

・ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

・ 東大阪市法定外公共物管理条例

・ 東大阪市法定外公共物管理条例施行規則

・ 東大阪市延滞金徴収条例施行規則

・ 東大阪市財務規則

・ 教育長に対する事務の委任等に関する規則

・ 東大阪市上下水道局資産管理規程

・ 東大阪市事務専決規程

・ 東大阪市上下水道局事務専決規程

・ 東大阪市道路占用料徴収条例

・ 東大阪市道路占用規則

Ⅱ．資産活用としての使用許可及び貸付に関する現状分析について

１．東大阪市での資産活用に関する方針について

東大阪市ウェブサイトにて検索したところ、資産活用に関する方針として、平

成 25 年 11 月に「東大阪市公共施設マネジメント推進基本方針」を策定してお

り、その中で、「３．民間との連携による効率的、持続可能な市民サービスの提
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供」「(3)官民の適切な役割分担の推進」にて「柔軟で弾力的な市有財産の活用」

が記載されており、保有資産（公共施設）の有効活用に関する方針を策定してい

る。また、公共施設のみならず、インフラ施設も含めた方針として平成 27年 12

月に「東大阪市公共施設等総合管理計画」を策定しており、現在、これら方針に

従い、市有財産の有効活用を図っているところである。さらに、公共施設の活用

を諮る場として、副市長をトップとして、部局長をメンバーとする公共施設マネ

ジメント推進会議を設置し、公共施設の有効活用の決定を行っている。

２. 行政財産の使用許可及び貸付の状況

（１）行政財産に関する考察

行政財産は、地方公共団体がその事務事業を遂行するために、必要不可欠な財

産として保有する資産である。法令上、地方自治法第 238条に規定されている。

（公有財産の範囲及び分類）

地方自治法第 238条  この法律において「公有財産」とは、普通地方公共団体

の所有に属する財産のうち次に掲げるもの（基金に属するものを除く。）をい

う。

一  不動産

二  船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

三  前二号に掲げる不動産及び動産の従物

四  地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

五  特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利

六  株式、社債（特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示され

るべき権利を含み、短期社債等を除く。）、地方債及び国債その他これらに

準ずる権利

七  出資による権利

八  財産の信託の受益権

２  前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

一  社債、株式等の振替に関する法律 （平成十三年法律第七十五号）第六十六

条第一号 に規定する短期社債

二  投資信託及び投資法人に関する法律 （昭和二十六年法律第百九十八号）第

百三十九条の十二第一項 に規定する短期投資法人債

三  信用金庫法 （昭和二十六年法律第二百三十八号）第五十四条の四第一項

に規定する短期債

四  保険業法 （平成七年法律第百五号）第六十一条の十第一項 に規定する短

期社債

五  資産の流動化に関する法律 （平成十年法律第百五号）第二条第八項 に規

定する特定短期社債
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六  農林中央金庫法 （平成十三年法律第九十三号）第六十二条の二第一項 に

規定する短期農林債

３  公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

４  行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供

することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有

財産をいう。

なお、第４項に記載されているとおり、行政財産はさらに「公用財産」と「公

共用財産」とに分類される。

「公用財産」 市が事務又は事業を執行するために直接使用することを目的とす

る財産。例としては、市庁舎、消防署など。

「公共用財産」 住民の一般的共同利用に供することを目的とする財産。地方自治

法第 244 条の「公の施設」を構成する財産の場合が多い。例とし

ては、学校、図書館、公民館、市営住宅、公園など。

（２）行政財産の使用許可と貸付

行政財産は行政サービス提供の目的のために保有する財産であり、行政目的に

利用する他は想定されないことが原則である。地方自治法第 238 条の４第１項に

おいてもその旨の規定がある。

しかし、行政財産とされている資産であっても、何時でも行政目的に利用され

続けなければならないのは現実的ではなく、行政目的に資産を活用しているが並

行してその一部を外部者へ使用を許可することで使用料収入を獲得することも考

えられる。このような可能性を法令で全く禁止してしまうことは、資産の有効活

用を図り使用料収入により市財政に寄与する可能性を否定することになり合理性

に欠くとして、地方自治法第 238 条の４第２項及び第７項でも明示があるように

一部例外を設けて、行政財産についても行政財産としての価値を損なわない程度

であれば、目的外の使用を認めている。その方式としては、使用許可及び貸付が

ある（使用許可；地方自治法第 238 条の４第７項、貸付；地方自治法第 238 条の

４第２項）。

（行政財産の管理及び処分）

第二百三十八条の四  行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほ

か、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しく

は信託し、又はこれに私権を設定することができない。

２  行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度にお

いて、貸し付け、又は私権を設定することができる。

一  当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める

堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土

地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有

し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と一棟の建物を区
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分して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する

普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当

と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。

二  普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財

産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地

を貸し付ける場合

三  普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地

方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者（当該建

物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産

の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を

貸し付ける場合

四  行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地

（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に

余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体

以外の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な

方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分

を貸し付けるとき（前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。

五  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営

する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その

者のために当該土地に地上権を設定するとき。

六  行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用

する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者の

ために当該土地に地役権を設定するとき。

３  前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受

けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部（以下この項及び次項に

おいて「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しよう

とするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管理

する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で

適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。

４  前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により

行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとす

る場合について準用する。

５  前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。

６  第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

７  行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可す

ることができる。

８  前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家

法 （平成三年法律第九十号）の規定は、これを適用しない。
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９  第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しく

は公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為が

あると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り

消すことができる。

（３）東大阪市における行政財産の使用許可と貸付の管理主体

東大阪市財務規則第 136条にて、行政財産の管理に関する責任を、各部等の長

が負うことになっている。

（行政財産の管理）

第 136 条 各部等の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならな

い。

ただし、各部等の長での管理では統一管理が難しいため、公有財産について市

の調整役は財務部長である旨を財務規則第 138条で規定している。

（公有財産の管理の総括）

第 138 条 財務部長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処

分の適正を期するため、必要な調整を行なわなければならない。

２ 前項の調整を行なうため、財務部長は、各部等の長に対して、公有財産の

管理について資料若しくは報告を求め、実施について調査し又はその結果に

基づいて用途の変更若しくは廃止、所管換え、所属替えその他の必要な措置

をなすべきことを求めることができる。

財務部長が「必要な調整を行なわなければならない」と規定されていることに

対して実施している事項として、行政財産の使用許可ないし貸付の際に、各所管

課からの申請書について、財務部管財室の「合議」が必要となっていることが挙

げられる（「東大阪市事務専決規程・別表第１・財務事項（28）行政財産の目的外

使用の許可」、「同（14）不動産の貸付及び借入れ」にて規定）。

（４）東大阪市における行政財産の使用許可と普通財産の貸付の状況

東大阪市において保有している行政財産及び普通財産のうち、どの程度の財産

を使用許可ないし貸付を実施しているのかを調べるため、全庁調査を行った。方

法は、全部局・部課に対して、平成 25年度、平成 26年度及び平成 27年度におけ

る、下記事項に関する情報提供を求める形で行った。

・公有財産の保有件数

・行政財産使用許可／普通財産貸付（件数（有償・無償別）、面積、調定額、収

入済額、収入未済額）

その結果、使用許可ないし貸付を行っていない部局・部課からは、「該当はな

い」旨の返信を受けるにとどまったため、全庁的な公有財産の保有件数はアンケ

ート結果から集めることが出来なかった。公有財産台帳の網羅性についても新地

方公会計に基づく固定資産台帳整備の過程であり、台帳による情報も完全ではな

い、との市の意見もあり、全庁の公有財産件数の情報収集は断念している。
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したがって、アンケートの回答があったのは、“使用許可ないし貸付を実施し

ている部局”からのみであり、以下で示す、『東大阪市全体』の情報は、“使用許

可ないし貸付を実施している部局全体”の意味であることを付言する。

アンケートの結果の集約情報を提示する。

このデータについて分析を試みる。

行政財産については、平成 25 年度から行政財産保有件数は減少している（平

成 25年度 3,103件⇒平成 26年度 2,682 件⇒平成 27年度 2,711件）が、使用

許可対象となる物件は増加している（平成 25年度 776件⇒平成 26年度 775 件

⇒平成 27年度 811件）。調定額は年々減少している（平成 25年度 131百万円⇒

平成 26 年度 130 百万円⇒平成 27 年度 126百万円）ところから、使用許可 1 件

当たりの使用料は減少している傾向がみられる。なお、収入未済額は各年度ある

ものの、少額な状態である。

普通財産については、平成 25年度から普通財産保有件数は微増（平成 25年度

179件⇒平成 26年度 180 件⇒平成 27年度 186件）しており、貸付対象となる

物件は増加している（平成 25 年度 150 件⇒平成 26 年度 156 件⇒平成 27 年度

161 件）。また、保有件数に比しての件数での貸付割合は各年度とも非常に高い。

調定額は年々増加しており（平成 25 年度 57 百万円⇒平成 26 年度 92 百万円⇒

平成 27年度 124百万円）、貸付件数の増加に比して調定額の増加割合が高いこと

から、貸付 1 件当たりの貸付料は増加している傾向がみられる。なお、収入未済

額は各年度あるものの、少額な状態である。また、上表のうち、普通財産の土地

の貸付について、数値が大きく増加変動していることが見受けられる。

有償 無償・免除 計

土地 2,438 201 169 370 431,962.26㎡ ¥46,720,831 ¥44,433,237 ¥0 15.18%

建物 665 191 215 406 77,962.64㎡ ¥85,091,562 ¥82,357,554 ¥2,734,008 61.05%

行政財産　計 3,103 392 384 776 509,924.91㎡ ¥131,812,393 ¥126,790,791 ¥2,734,008 25.01%

土地 150 54 75 129 73,090.15㎡ ¥57,602,836 ¥54,577,762 ¥76,402 86.00%

建物 29 4 17 21 6,595.16㎡ ¥365,573 ¥365,573 ¥0 72.41%

普通財産　計 179 58 92 150 79,685.31㎡ ¥57,968,409 ¥54,943,335 ¥76,402 83.80%

土地 2,014 212 162 374 430,220.20㎡ ¥45,923,095 ¥46,452,795 ¥6,800 18.57%

建物 668 177 224 401 80,033.55㎡ ¥84,478,489 ¥82,895,019 ¥1,583,470 60.03%

行政財産　計 2,682 389 386 775 510,253.75㎡ ¥130,401,584 ¥129,347,814 ¥1,590,270 28.90%

土地 150 57 76 133 92,171.12㎡ ¥92,296,218 ¥89,054,664 ¥938,368 88.67%

建物 30 4 19 23 6,964.23㎡ ¥555,503 ¥555,503 ¥0 76.67%

普通財産　計 180 61 95 156 99,135.35㎡ ¥92,851,721 ¥89,610,167 ¥938,368 86.67%

土地 2,008 210 190 400 471,312.15㎡ ¥45,041,972 ¥44,498,930 ¥4,100 19.92%

建物 703 176 235 411 47,303.61㎡ ¥81,027,097 ¥78,759,115 ¥2,267,982 58.46%

行政財産　計 2,711 386 425 811 518,615.76㎡ ¥126,069,069 ¥123,258,045 ¥2,272,082 29.92%

土地 152 57 78 135 94,750.61㎡ ¥123,631,122 ¥120,404,915 ¥929,021 88.82%

建物 34 4 22 26 8,586.45㎡ ¥555,456 ¥555,456 ¥0 76.47%

普通財産　計 186 61 100 161 103,337.06㎡ ¥124,186,578 ¥120,960,371 ¥929,021 86.56%

（注）　東大阪市では「土地」「建物」以外の行政財産、普通財産を保有しているが、「土地」「建物」以外の資産は一時使用許可又は貸付を行っていないため、上表には記載していない。

使用許可/貸付
割合

（件数比）

件数
面積 調定額 収入済額

東大阪市　全体

年度 区分
公有財産
保有件数

行政財産使用許可　/　普通財産貸付

平成２７年度

行政財産

普通財産

収入未済額

平成２５年度

行政財産

普通財産

平成２６年度

行政財産

普通財産
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部課別に顕著な動きがみられるのは、③財務部（*１）及び⑪環境部（*２）の

普通財産・土地について、貸付件数は微増若しくは変動なしであるにもかかわら

ず、調定額（貸付料）は大幅に増加している傾向がみられることである（財務部；

平成 25年度 28百万円⇒平成 26年度 55百万円⇒平成 27年度 74百万円）（環境

部；平成 25年度 0百万円⇒平成 26年度 8 百万円⇒平成 27年度 16百万円）。

 （*１）普通財産を主に管理している部局である「管財室」が所属

 （*２）環境企画課での増加が顕著

財務部については、管財室での増加によるものである。
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管財室における増加要因の大きな理由としては、平成 26 年９月１日より民間

事業会社に対して、事業用定期借地権の設定により貸付を開始したことによる。

平成 26 年度においては年間の賃料の内７か月分を徴収しているのに対して、平

成 27 年度においては１年間満額徴収となっていることが、平成 26 年度から平成

27年度の増加要因である。

環境部については、環境企画課での増加によるものである。

まず、平成 25年度の物件と平成 26・27年度の物件とは違うため、年度間で調

定額が急増しているとのことである。平成 25 年の 33.88㎡については、水走四丁

目の（一財）東大阪市公園協会（現・（公財）東大阪市公園環境協会）の建物一部

を、（財）東大阪環境保全公社の組合事務所として貸し付けていたが、平成 26 年

３月に（財）東大阪環境保全公社の組合事務所廃止に伴い貸し付けは終了したが、

平成 26・27年度では、別の財産貸付が発生した。

平成 26年から平成 27年にかけての増加分については、施設組合の新焼却場の

建設工事に伴う工事関係車両の駐車場及び資材置き場として、平成 26 年 10 月か

ら平成 29 年３月まで、有償で貸し付けしているためとのことである。平成 26 年

度から平成 27 年度で同一案件だが調定額が倍加しているのは、貸付期間が平成

26年度は半年であるのに対して、平成 27年度は１年間であったためである。

各年度における、部課別の状況についても次ページ以降で掲示するので、参考

にしていただきたい。
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平成26年度

有償 無償・免除 計
土地 1 3 0 3 252.00㎡ ¥27,354 ¥27,354 ¥0 300.00%
建物 1 17 0 17 1,193.74㎡ ¥25,865,306 ¥25,865,306 ¥0 1700.00%

行政財産　計 2 20 0 20 1,445.74㎡ ¥25 ,892,660 ¥25 ,892,660 ¥0 1000.00%
土地 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
土地 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

行政財産　計 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
土地 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
土地 6 9 2 11 131.71㎡ ¥164,331 ¥164,331 ¥0 185.71%
建物 6 26 12 38 1,265.74㎡ ¥12,743,893 ¥12,625,623 ¥118,270 557.14%

行政財産　計 12 35 14 49 1,397.45㎡ ¥12 ,908,224 ¥12 ,789,954 ¥118,270 371.43%
土地 110 34 64 98 45,163.37㎡ ¥55,711,707 ¥54,773,339 ¥938,368 89.09%
建物 17 3 9 12 1,784.18㎡ ¥365,573 ¥365,573 ¥0 66.67%

普通財産　計 127 37 73 110 46,947.55㎡ ¥56 ,077,280 ¥55 ,138,912 ¥938,368 85.94%
土地 10 3 1 4 254.09㎡ ¥267,600 ¥267,600 ¥0 50.00%
建物 11 3 4 7 362.38㎡ ¥499,500 ¥499,500 ¥0 77.78%

行政財産　計 21 6 5 11 616.47㎡ ¥767,100 ¥767,100 ¥0 64.71%
土地 2 0 1 1 1,057.34㎡ ¥0 ¥0 ¥0 50.00%
建物 1 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 3 0 1 1 1,057.34㎡ ¥0 ¥0 ¥0 33.33%
土地 7 12 2 14 333.89㎡ ¥1,372,733 ¥1,372,733 ¥0 200.00%
建物 1 0 1 1 93.91㎡ ¥0 ¥0 ¥0 100.00%

行政財産　計 8 12 3 15 427.80㎡ ¥1 ,372,733 ¥1 ,372,733 ¥0 187.50%
土地 1 1 0 1 1,047.57㎡ ¥2,217,517 ¥2,217,517 ¥0 100.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 1 1 0 1 1,047.57㎡ ¥2 ,217,517 ¥2 ,217,517 ¥0 100.00%
土地 1 1 0 1 3.10㎡ ¥5,900 ¥5,900 ¥0 100.00%
建物 1 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

行政財産　計 2 1 0 1 3.10㎡ ¥5,900 ¥5,900 ¥0 50.00%
土地 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
土地 38 31 3 34 7,799.14㎡ ¥2,054,877 ¥2,048,077 ¥6,800 92.31%
建物 41 98 4 102 11,335.67㎡ ¥29,911,576 ¥28,446,376 ¥1,465,200 246.34%

行政財産　計 79 129 7 136 19,134.81㎡ ¥31 ,966,453 ¥30 ,494,453 ¥1 ,472,000 171.25%
土地 12 9 4 13 9,960.46㎡ ¥16,677,797 ¥16,677,797 ¥0 108.33%
建物 5 1 4 5 1,866.30㎡ ¥189,930 ¥189,930 ¥0 100.00%

普通財産　計 17 10 8 18 11,826.76㎡ ¥16 ,867,727 ¥16 ,867,727 ¥0 105.88%
土地 8 6 3 9 92.96㎡ ¥369,650 ¥5,250 ¥0 112.50%
建物 1 0 1 1 633.60㎡ ¥0 ¥0 ¥0 100.00%

行政財産　計 9 6 4 10 726.56㎡ ¥369,650 ¥5,250 ¥0 111.11%
土地 13 11 2 13 13,992.90㎡ ¥6,438,526 ¥4,135,340 ¥0 100.00%
建物 3 0 3 3 379.25㎡ ¥0 ¥0 ¥0 100.00%

普通財産　計 16 11 5 16 14,372.15㎡ ¥6 ,438,526 ¥4 ,135,340 ¥0 100.00%
土地 15 1 0 1 213.80㎡ ¥140,159 ¥140,159 ¥0 0.00%
建物 17 0 1 1 86.66㎡ ¥0 ¥0 ¥0 6.25%

行政財産　計 32 1 1 2 300.46㎡ ¥140,159 ¥140,159 ¥0 3.33%
土地 1 1 0 1 1,932.72㎡ ¥2,546,668 ¥2,546,668 ¥0 100.00%
建物 1 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 2 1 0 1 1,932.72㎡ ¥2 ,546,668 ¥2 ,546,668 ¥0 66.67%
土地 44 7 3 10 109.87㎡ ¥261,739 ¥261,739 ¥0 23.81%
建物 20 0 2 2 104.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 11.11%

行政財産　計 64 7 5 12 213.87㎡ ¥261,739 ¥261,739 ¥0 20.00%
土地 3 0 3 3 4,946.66㎡ ¥0 ¥0 ¥0 100.00%
建物 3 0 3 3 2,934.50㎡ ¥0 ¥0 ¥0 100.00%

普通財産　計 6 0 6 6 7,881.16㎡ ¥0 ¥0 ¥0 100.00%
土地 9 6 1 7 10,235.84㎡ ¥2,349,352 ¥2,349,352 ¥0 77.78%
建物 3 1 0 1 103.45㎡ ¥0 ¥0 ¥0 33.33%

行政財産　計 12 7 1 8 10,339.29㎡ ¥2 ,349,352 ¥2 ,349,352 ¥0 66.67%
土地 1 1 0 1 8,954.00㎡ ¥8,484,662 ¥8,484,662 ¥0 100.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 1 1 0 1 8,954.00㎡ ¥8 ,484,662 ¥8 ,484,662 ¥0 100.00%
土地 845 54 15 69 10,161.83㎡ ¥6,312,513 ¥6,312,513 ¥0 8.60%
建物 392 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

行政財産　計 1,237 54 15 69 10,161.83㎡ ¥6 ,312,513 ¥6 ,312,513 ¥0 5.86%
土地 2 0 0 0 709.79㎡ ¥0 ¥0 ¥0 33.33%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 100.00%

普通財産　計 2 0 0 0 709.79㎡ ¥0 ¥0 ¥0 66.67%
土地 28 5 2 7 112.47㎡ ¥369,900 ¥369,900 ¥0 25.93%
建物 33 3 1 4 21.00㎡ ¥2,067,600 ¥2,067,600 ¥0 12.90%

行政財産　計 61 8 3 11 133.47㎡ ¥2 ,437,500 ¥2 ,437,500 ¥0 18.97%
土地 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
土地 860 24 26 50 25,104.59㎡ ¥25,559,488 ¥25,559,488 ¥0 6.99%
建物 12 5 3 8 273.14㎡ ¥2,027,955 ¥2,027,955 ¥0 66.67%

行政財産　計 872 29 29 58 25,377.73㎡ ¥27 ,587,443 ¥27 ,587,443 ¥0 7.79%
土地 5 0 2 2 4,406.31㎡ ¥219,341 ¥219,341 ¥0 40.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 5 0 2 2 4,406.31㎡ ¥219,341 ¥219,341 ¥0 40.00%
土地 142 50 104 154 375,414.91㎡ ¥6,667,499 ¥7,568,399 ¥0 114.69%
建物 129 24 195 219 64,560.26㎡ ¥11,362,659 ¥11,362,659 ¥0 126.52%

行政財産　計 271 74 299 373 439,975.17㎡ ¥18 ,030,158 ¥18 ,931,058 ¥0 121.30%
土地 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%
建物 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

普通財産　計 0 0 0 0 0.00㎡ ¥0 ¥0 ¥0 0.00%

土地 2,014 212 162 374 430,220.20㎡ ¥45,923,095 ¥46,452,795 ¥6,800 18.57%
建物 668 177 224 401 80,033.55㎡ ¥84,478,489 ¥82,895,019 ¥1,583,470 60.03%

行政財産　計 2,682 389 386 775 510,253.75㎡ ¥130 ,401,584 ¥129 ,347,814 ¥1 ,590,270 28.90%
土地 150 57 76 133 92,171.12㎡ ¥92,296,218 ¥89,054,664 ¥938,368 88.67%
建物 30 4 19 23 6,964.23㎡ ¥555,503 ¥555,503 ¥0 76.67%

普通財産　計 180 61 95 156 99,135.35㎡ ¥92 ,851,721 ¥89 ,610,167 ¥938,368 86.67%

（注）　東大阪市では「土地」「建物」以外の行政財産、普通財産を保有しているが、「土地」「建物」以外の資産は一時使用許可又は貸付を行っていないため、上表には記載していない。

行政財産

普通財産

行政財産

⑫ 建設局

行政財産

普通財産

普通財産

市全体（平成２６年度)

⑬ 消防局

行政財産

普通財産

⑭ 上下水道局

行政財産

普通財産

⑮ 教育委員会

⑩ 健康部

行政財産

普通財産

⑪ 環境部

行政財産

普通財産

⑧ 福祉部

行政財産

普通財産

⑨
子どもすこや

か部

行政財産

普通財産

⑥ 市民生活部

行政財産

普通財産

⑦ 経済部

行政財産

普通財産

④ 人権文化部

行政財産

普通財産

⑤
協働のまちづ

くり部

行政財産

普通財産

公有財産
保有件数

行政財産使用許可　/　普通財産貸付

③ 財務部

行政財産

普通財産

②
新市民会館建

設室

行政財産

普通財産

部局番号 部局名 区分

①
花園ラグビー
ワールドカップ
2019推進室

行政財産

普通財産

使用許可/貸付
割合

（件数比）

件数
面積 調定額 収入済額 収入未済額
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（５）東大阪市における使用料算定について

行政財産を使用許可する際の使用料については、「東大阪市行政財産使用料条

例」及び「東大阪市行政財産使用料条例施行規則」にて規定されている。



16

「東大阪市行政財産使用料条例」

（使用料の額）

第３条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分その他の事情を

勘案して、市長が定める基準に基づき当該財産の管理者が定める額とする。

「東大阪市行政財産使用料条例施行規則」

（算定基準）

第２条 条例第３条に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げる行政財

産の区分に従いそれぞれ当該各号に定める算式により計算した額とする。た

だし、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第６条第１項の規定により非課

税とされるもの以外は、次の各号に定める算式により計算した額に消費税法

の規定による消費税の額及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定に

よる地方消費税の額に相当する額（１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額とする。）を加算して得た額とする。

(１) 土地の使用

当該土地の価額×基本率×（当該土地のうち使用させる部分の面積／当該

土地の面積）

(２) 建物の使用

（当該建物の価額×基本率＋当該建物の敷地の価格×基本率）×（当該建

物のうち使用させる部分の面積／当該建物の延べ面積）

(３) 土地及び建物以外の行政財産の使用

当該行政財産の価額×基本率×（当該行政財産のうち使用させる数量／当

該行政財産の数量）

２ 前項第１号及び第２号に規定する使用させる部分の面積が１平方メートル

未満のときは、１平方メートルとして計算する。

３ 入札に付し行政財産の使用の許可に係る申請者を選定する場合の使用料の

額の基準は、第１項の規定にかかわらず、当該入札により決定することがで

きる。この場合において、第１項の規定による基準の額を下回ることができ

ない。

４ 第１項に規定する当該土地、建物及びその他の行政財産の価額は、公有財

産台帳に登録された価額とする。ただし、この価額により難い場合には、別

に当該行政財産の管理者が市長と協議して定める価額によることができる。

５ 第１項の基本率は土地にあっては 100分の３、建物にあっては 100分の６、

その他の行政財産にあっては 100分の６とする。ただし、市長が必要と認め

た場合には、別に定めるところにより増率することができる。

６ 電柱（本柱、支柱、支線柱、アンテナ柱等）、電話柱（本柱、支柱又は支線

柱）、公衆電話所及び地下埋設物（水道管、下水道管、ガス管、マンホール、

コンクリート巻管路等）に係る使用料の額については、第１項の規定にかか

わらず、東大阪市道路占用料徴収条例（昭和 44年東大阪市条例第９号）別表

の例による。
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７ 電柱又は電話柱の支線は、それぞれ電柱又は電話柱とみなして前項の規定

を適用する。

実際の使用料算出の際は、「東大阪市行政財産使用料条例施行規則」第２条第

４項に規定のある「公有財産台帳に登録された価額」が実際は登録されていない

ため、「別に当該行政財産の管理者が市長と協議して定める価額」を用いて算出さ

れる。通常は、固定資産評価額を用いるケースが多いようである。本来的には市

場時価を参考にするべきところであるが、日常的な使用料算出のために時価情報

を取ることが実務的に煩雑であることから、固定資産評価額を用いることは一定

の合理性はあると考える。

３．普通財産の貸付の状況

（１）普通財産に関する考察

普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産のことを指す（地方自治法第 238

条第４項）。行政目的から外れた財産であることから、行政財産とは異なり、貸付・

交換・売却・譲与・出資及び行政財産では制限をされている私権の設定も可能で

ある。普通財産は主として、保有による経済的価値を利用することにより間接的

に保有する自治体へ貢献を図ることを意図された資産と言える。

地方自治法第 238条

４  行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供

することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財

産をいう。

（２）普通財産の貸付に関しての法令上の規定

普通財産の貸付に関して、地方自治法第 238 条の５にて規定されている。

（普通財産の管理及び処分）

第 238条の５  普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若

しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。

２  普通財産である土地（その土地の定着物を含む。）は、当該普通地方公共団

体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することがで

きる。

３  普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券（以下この項において

「国債等」という。）は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機

関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受

けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする

場合に限り、信託することができる。

４  普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体

その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、

普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
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５  前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつ

て生じた損失につきその補償を求めることができる。

６  普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならな

い期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指

定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用

途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方

公共団体の長は、その契約を解除することができる。

７  第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる

場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

８  第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地（その土地の定着物

を含む。）を信託する場合に準用する。

９  第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財

産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

（３）東大阪市における普通財産の貸付の管理主体

東大阪市財務規則第 137条にて、普通財産の管理又は処分について、財務部長

（ただし条件付きで各部等の長）が行うことになっている。

（普通財産の管理又は処分）

第 137 条 普通財産の管理又は処分は、財務部長において行うものとする。た

だし、特別会計に属するもの、事務事業を実施するため管理又は処分を行うも

のその他市長において適当と認めたものについては、各部等の長が行うものと

する。

ただし、各部等の長（条件付き）での管理では統一管理が難しいため、行政財

産と共に普通財産についても調整役は財務部長が担う旨を財務規則第 138 条で規

定している。この点は行政財産と共通事項のため、前述（「２. 行政財産の使用許

可及び貸付の状況、（３）東大阪市における行政財産の使用許可と貸付の管理主

体」）にて既述したためここでの記述は割愛する。

（４）東大阪市における普通財産の貸付の状況

行政財産の箇所（「２. 行政財産の使用許可及び貸付の状況、（４）東大阪市に

おける行政財産の使用許可と普通財産の貸付の状況」）で既述しているのでそち

らを参考にされたい。

４．料金減額・免除の状況

（１）東大阪市における使用料減免について

行政財産を使用許可する際の使用料を減免（減額又は免除）する必要があると

所管部局が判断する基準についても、「東大阪市行政財産使用料条例」及び「東大

阪市行政財産使用料条例施行規則」にて規定されている。
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「東大阪市行政財産使用料条例」

（使用料の減免）

第６条 使用料は、次の各号の一に該当するときはこれを減額し、又は免除す

ることができる。

(１) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用、公

共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。

(２) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させると

き。

(３) 市の職員等の福利厚生のための施設として使用させるとき。

(４) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

「東大阪市行政財産使用料条例施行規則」

（減免の基準）

第４条 条例第６条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合の基準は、

次の各号に掲げるところによる。

(１) 条例第６条第１号、第３号又は第４号に該当する場合のうち、収益を目

的としない使用（市長が別に定めるものを除く。）については使用料を免

除することができる。

(２) 条例第６条第２号に該当する場合の使用については、使用料を免除する

ことができる。

(３) 条例第６条第１号、第３号又は第４号に該当する場合のうち、第１号に

規定する使用以外の使用にかかる使用料については、市長が別に定める

ところにより減額することができる。

普通財産については、財務規則第 154 条にて、「…、市長が定めるところによ

り貸付料を徴収するものとする。」と規定される他、「財産の交換、譲与、無償貸

付等に関する条例」第４条に減免に関する包括的に規定されているにとどまり、

減免についての規定は特にされていない状態であり、実質的に行政財産のルール

を援用した運用を図っている。

ここで、「減免」には「減額」と「免除」があると、「東大阪市行政財産使用料

条例施行規則」にて規定されており、「減額」は第４条（３）のケースのみとなっ

ている。

第４条（１）及び（２）のケースについては、事実関係を検討することで「免

除」事項に該当するかどうかは判然とする事項と思われるが、第４条（３）のケ

ースについては、主観的判断となる要素が多いことからより慎重な判断が求めら

れるべきケースである。

ただ、実際の使用許可使用料減免は、第４条（３）のケースが大半であるため、

「減額」の意思決定についてはより慎重になされるべきケースが多いことを意味

している。そのため市としての説明責任を果たすためにも、「減額」の意思決定が

主観により左右されないようにするために、より明確な判断基準が設けられてお

く必要があると考える。
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しかし、東大阪市の条例、規程、規則を含めて、減免について規定されている

のは上記のみであり、普通財産については具体的に規定されていない状態である。

市の財政負担を軽減し、減免による経済的支援の公平感を維持するためにも減

免を行うにあたっては、その必要性、合理性、公平性等を慎重に（ルールに基づ

き）検討しなければならない。特に市関係団体に対して減免する場合には、緊密

な関係の中での取引となり、不透明感を伴う場合があることから、より慎重に（ル

ールに基づき）判断をしなければならない。

（２）減免申請書について

減免が必要との判断がどのようにしてなされたかについては、減免申請書での

記載上から判断するほかないが、減免申請書に記載されている減免申請理由は記

載内容、量とも簡潔なものにとどまっており、どの程度検討されたのかが申請書

からはうかがい知れない状態となっている。

また、減免申請書に添付が求められている資料の中に、使用許可先・貸付先に

関する財務状況がわかる資料が含められていない。
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Ⅲ．行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財産の貸付に関する内部統制について

１．行政財産の使用許可及び貸付に関する内部統制

（１）条例・規則に規定されている事項について

行政財産の使用許可について、東大阪市の条例・規則に規定されている箇所と

しては、東大阪市財務規則の下記箇所が挙げられる。

（行政財産の目的外使用）

財務規則第 149条

行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第２３８条の４

第７項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において本市以外

の者にその使用を許可することができる。

(１) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を

設置するとき。

(２) 学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演

会、研究会等の用に短期間供するとき。

(３) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として

短期間その用に供するとき。

(４) 前各号のほか、市長（教育財産については教育委員会）が特にその必

要があると認めるとき。

２ 前項の規定による使用の期間は、１年を超えることができない。ただし、

更新を妨げない。

３ 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記

載した許可申請書を提出しなければならない。

(１) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示

(２) 使用の許可を求めようとする期間

(３) 使用の目的

(４) 前３号のほか、市長（教育財産については教育委員会）の指示する事

項

４ 第 156 条及び第 159 条から第 161 条までの規定は、行政財産の使用を許可

する場合に準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるの

は、教育財産については「教育委員会」と読み替えるものとする。

また、行政財産の貸付に関しては、同様に東大阪市財務規則の下記箇所が挙げ

られる。

（行政財産の貸付けについての準用）

財務規則第 150条

次条から第 157 条まで及び第 159 条から第 162 条までの規定は、法第 238

条の４第２項の規定により行政財産を貸付ける場合に準用する。この場合に

おいて、次条第１項及び第 152条第７号中「普通財産貸付申請書」とあるの

は、「行政財産貸付申請書」と、次条第２項中「普通財産貸付期間更新申請書」

とあるのは、「行政財産貸付期間更新申請書」と読み替えるものとする。
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（注）財産規則第 151条～第 157条及び第 159条～第 162条は省略

さらに、使用料については、「東大阪市行政財産使用料条例」及び「東大阪市行

政財産使用料条例施行規則」に算定基準・算定方法が定められている（この点は

後述の「３．使用料決定及び貸付料決定に関する内部統制」を参照のこと）。

行政財産を含む、公有財産に関しての管理台帳は「公有財産台帳」があり、そ

の内容が規定されているのは東大阪市財務規則である。ただ、東大阪市財務規則

では、東大阪市での公有財産台帳に関して、行政財産の使用許可及び貸付に関し

て台帳記載を求めるべき事項はない。このことは財務規則第 142 条に当該事項が

含まれていないことでわかる。

財務規則第 142条

公有財産が、次の各号の一に該当するときは、直ちにその事実、年月日その

他の必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(１) 買入れ、寄附又は売払いがあったとき。

(２) 引継ぎ又は引受けがあったとき。

(３) 所管換え又は所属替えがあったとき。

(４) 取りこわし、撤去又は物品への編入等を行なったとき。

(５) 用途変更があったとき。

(６) 新築、増築又は改築があったとき。

(７) 改修をしたとき。

(８) 模様替えがあったとき。

(９) 曳行移転があったとき。

(10) 従物の移設、改設又は除斥があったとき。

(11) 整理替えをする必要が生じたとき。

(12) 種目替えをする必要が生じたとき。

(13) 引継ぎもれ又は脱落を発見した場合に登載をする必要が生じたと

き。

(14) 実測により数量に増減を生じたとき。

(15) 土地の分合、地目の変更その他重要な事実が発生したとき。

(16) 天災その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。

(17) 土地区画整理により換地又は引渡しがあったとき。

(18) 公共物よりの編入又は公共物への編入があったとき。

(19) 売払解除又は譲与解除により公有財産の返還を受けたとき。

(20) 出資又は出資金の回収をしたとき。

(21) 端数合算又は端数切捨てを行なったとき。

(22) 交換をしたとき。

(23) 誤りの訂正をするとき。

(24) 前各号のほか、公有財産に重要な異動増減の理由が発生したとき。

使用許可及び貸付を行った場合の市としての台帳管理は、今のところ実施され
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ておらず、各所管部局における各々の管理に委ねられている状態のため、全庁的

に行政財産の使用許可及び貸付の状況を把握する手段がない状態である。なお、

この点は後述する普通財産の貸付の場合にもあてはまる。

（２）行政財産の使用許可に関する業務の流れ

行政財産の使用許可に関する業務は次のような流れで進められている。

① 申請人から原部へ「使用許可申請書」により申請資料と共に申請・提出を受

ける。

② 原部にて申請書類の内容検証を行い、問題がなければ受理する。

③ 原部は使用許可の是非を問うため、起案書を作成（＊１）し、決裁を受ける

（＊２）。

④ しかるべき決裁権限者が起案書について承認（もしくは不承認）を行う（こ

のとき管財室への合議も取ることになっている）。

⑤ 承認を受けたものについては、文書管理システムより許可書を印刷の上、押

印して申請者へ提示する。

⑥ 使用許可者（申請者）は使用開始日までに市へ使用料を納付完了しなければ

ならない。

（＊１）必要書類

・ 使用許可申請書

・ 使用料免除申請書（必要な場合のみ）

・ 位置図

・ 登記関係資料（登記事項全部証明書、地積測量図、公図）

・ 詳細な平面図（存在する場合のみ）

（＊２）権限者については、地方自治法第 149 条第１項第６号により、「普通地方

自治体の長」、つまり市長が保持しているが、実務上業務権限を各部の長及

び教育長へ委任している（東大阪市財務規則第 136条、第 137条、教育長に

対する事務の委任等に関する規則第５条）。

なお、東大阪市行政財産使用料条例第４条に「ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときには、この限りではない。」として後納制度もあるが、実例はほと

んどなく、このケースでの手続は特に設けていない。前納が前提であるため、債

権管理も特に必要がない状態である。

ただし、徴求資料の中に財務状況がわかる資料がないことは前述のとおりであ

り、また、台帳管理は特にされていない状態であることも前述のとおりである。

市では上記業務の流れに基づいて、手続を実施しており、上記手続を逸脱して

行政財産が使用許可されることはないとのことである。この点については、実際

の行政財産使用許可の実例をこの後数例確認しているが、手続の運用に関しては

特に問題となる事項はないと考える。



24

２．普通財産の貸付に関する内部統制

（１）規程・規則に規定されている事項について

普通財産の貸付について、東大阪市の規程・規則に規定されている箇所として

は、東大阪市財務規則の下記箇所が挙げられる。

第 151条 普通財産の貸付け

第 152条 貸付けの手続

第 153条 貸付期間

第 154条 貸付料

第 155条 貸付料の更新

第 156条 転貸等の禁止

第 157条 貸付契約保証金

第 158条 連帯保証人

第 159条 借受人の届出事項

第 160条 必要費等の負担

第 161条 原状回復義務

第 162条 延滞金

（２）普通財産の貸付に関する業務の流れ

普通財産の貸付に関する業務は次のような流れで進められている。

≪随意契約の場合≫

① 申請人から原部へ「貸付申請書」（無償の場合には「免除申請書」も）により

申請資料と共に申請・提出を受ける。

② 原部にて申請書類の内容検証及び貸付の妥当性の検証を行い、問題がなけれ

ば受理する。

③ 原部は貸付の是非を問うため、普通財産貸付契約審査要綱に基づく審査資料

作成と共に依頼書（＊１）起案、決裁を受ける（＊２）。

④ しかるべき決裁権限者が起案書について承認（もしくは不承認）を行う（こ

のとき管財室への合議も取ることになっている）。

⑤ 決裁後、文書管理システムで管財室に協議の依頼を行う。

⑥ 管財室より関連部門を含めた審査を行う（案件によっては要庁議の判断を付

す）。

⑦ 審査結果を原部に通知（庁議の場合は別途手続き）。

⑧ 相手方との契約締結起案。

⑨ 決裁後、相手方との契約締結。

（＊１）必要書類

・ 審査依頼文

・ 審査調書

・ 貸付申請書
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・ 貸付料免除申請書（必要な場合のみ）

・ 位置図

・ 登記関係資料（登記事項全部証明書、地積測量図、公図）

・ 詳細な平面図（存在する場合のみ）

（＊２）権限者については、地方自治法第 149 条第１項第６号により、「普通地方

公共団体の長」、つまり市長が保持しているが、実務上業務権限を財務部長

へ委任している（東大阪市財務規則第 137条）。

普通財産の貸付料徴求は後納・前納いずれもあるとのことである。後納の場合

には債権管理が必要となるが、各部局にて実施しており、それに伴う滞留も少し

はあるものの、金額的には少額である。

なお、徴求資料の中に財務状況がわかる資料がないことは前述のとおりであり、

また、台帳管理は特にされていない状態であることも前述のとおりである。

市では上記業務の流れに基づいて、手続を実施しており、上記手続を逸脱して

普通財産が貸付けられることはないとのことである。この点については、実際の

普通財産貸付の実例をこの後数例確認しているが、手続の運用に関しては特に問

題となる事項はないと考える。

３．使用料決定及び貸付料決定に関する内部統制

（１）規程・規則に規定されている事項について

行政財産の使用許可に伴う使用料については、「東大阪市行政財産使用料条例」

及び「東大阪市行政財産使用料条例施行規則」で、計算基準及び計算方法が定め

られており、この方式に従って使用料が算定されることになる。

東大阪市行政財産使用料条例

（使用料の納付）

第２条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならな

い。

（使用料の額）

第３条 前条の使用料の額は、行政財産の価額、使用する部分その他の事情を

勘案して、市長が定める基準に基づき当該財産の管理者が定める額とする。

（納付の時期）

第４条 使用料は、使用開始の日前に全部を納付させなければならない。ただ

し、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

東大阪市行政財産使用料条例施行規則

（算定基準）

第２条 条例第３条に規定する市長が定める基準は、次の各号に掲げる行政財

産の区分に従いそれぞれ当該各号に定める算式により計算した額とする。ただ

し、消費税法（昭和 63年法律第 108号）第６条第１項の規定により非課税とさ

れるもの以外は、次の各号に定める算式により計算した額に消費税法の規定に
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よる消費税の額及び地方税法（昭和 25年法律第 226号）の規定による地方消費

税の額に相当する額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

とする。）を加算して得た額とする。

(１) 土地の使用

当該土地の価額×基本率×（当該土地のうち使用させる部分の面積／当該土地

の面積）

(２) 建物の使用

（当該建物の価額×基本率＋当該建物の敷地の価格×基本率）×（当該建物の

うち使用させる部分の面積／当該建物の延べ面積）

(３) 土地及び建物以外の行政財産の使用

当該行政財産の価額×基本率×（当該行政財産のうち使用させる数量／当該行

政財産の数量）

２ 前項第１号及び第２号に規定する使用させる部分の面積が１平方メートル

未満のときは、１平方メートルとして計算する。

３ 入札に付し行政財産の使用の許可に係る申請者を選定する場合の使用料の

額の基準は、第１項の規定にかかわらず、当該入札により決定することができ

る。この場合において、第１項の規定による基準の額を下回ることができない。

４ 第１項に規定する当該土地、建物及びその他の行政財産の価額は、公有財

産台帳に登録された価額とする。ただし、この価額により難い場合には、別に

当該行政財産の管理者が市長と協議して定める価額によることができる。

５ 第１項の基本率は土地にあっては 100分の３、建物にあっては 100分の６、

その他の行政財産にあっては 100 分の６とする。ただし、市長が必要と認めた

場合には、別に定めるところにより増率することができる。

６ 電柱（本柱、支柱、支線柱、アンテナ柱等）、電話柱（本柱、支柱又は支線

柱）、公衆電話所及び地下埋設物（水道管、下水道管、ガス管、マンホール、コ

ンクリート巻管路等）に係る使用料の額については、第１項の規定にかかわら

ず、東大阪市道路占用料徴収条例（昭和 44年東大阪市条例第９号）別表の例に

よる。

７ 電柱又は電話柱の支線は、それぞれ電柱又は電話柱とみなして前項の規定

を適用する。

（基準額）

第３条 前条第１項及び第３項の規定による基準の額は、年額とする。

２ 使用期間が１年に満たないときは、前条第１項及び第３項の規定による基

準の額を日割によって計算した額とする。

また、普通財産の貸付に伴う貸付料については、「東大阪市財務規則」に下記定

めがあるほかは条文上では規定されていない。

財務規則

（貸付料）
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第 154 条 普通財産を貸し付ける場合においては、市長が定めるところにより、

貸付料を徴収するものとする。

つまり、「市長が定めるところにより」を受ける規定が公式にはされていない状

態、という意味である。

なお、実際市においては下記算式に基づき管財室にて算定することにしている

と伺っており、統一感は保っている状態での運用を図っているとのことである。

Ø 土地・・・課税標準額×1000分の 40

Ø 建物・・・建物再調達価額×20％×15％

（２）使用料決定及び貸付料決定に関する業務の流れ

行政財産の使用許可使用料及び普通財産の貸付料についてそれぞれの算定ル

ールに基づき料金が算定されるが、実際に使用者・貸付先の財務状況、目的など

を考慮してどの程度の金額を負担させるかを決定するために、減免に関しての制

度がある。減免に関する業務については下記流れで検討されている。

Ø 行政財産；東大阪市行政財産使用料条例第６条に規定されているケースで

減免が検討される。具体的には、

下記（１）～（３）の場合にはケース判断ができれば「減額」又は「免除」

とし、（４）の場合には「東大阪市減免等審査委員会」にて検討（＊）され

承認された場合には「減額」又は「免除」される。

（１）国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体に公用、公共用その

他の公益上の目的のために使用させるとき

（２）災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用さ

せるとき

（３）市の職員等の福利厚生のための施設として使用させるとき

（４）前各号のほか、市長が特に必要があると認めるとき

Ø 普通財産；財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第４条に規定され

ているケースで減免が検討される。具体的には、

下記（１）～（２）の場合にはケース判断ができれば「減額」又は「免除」

とし、（３）の場合には「東大阪市減免等審査委員会」にて検討（＊）され

承認された場合には「減額」又は「免除」される。

（１）他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若

しくは公共用又は公益事業の用に供するとき

（２）地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、

当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき

（３）前各号にかかげるもののほか、市長が特に必要と認めるとき

（＊）東大阪市減免等審査委員会設置規程に規定されている
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第３章 監査結果（指摘）及び意見の総括（概要）

監査結果及び意見の概要を以下に記載いたしました。

No. 結果/意見 事項 結果/意見概要

第２章 行政財産の使用許可・普通財産の貸付の概要

1. 【結果１】

減額に関するより

具体的な判断基準

を規程整備すべき

である。

「減免」の内「免除」についてのケースは、

現規程の中でも判断が左右される可能性は

低いと思われるが、「減額」のケースにつ

いては、現規程だけであれば基準が明確で

ないために、担当者によって判断が左右さ

れる可能性が否定できない。減額の判断根

拠を市民及び議会へ十分に説明するために

は、具体的な減額の基準を定めることが求

められる。

2. 【結果２】

減額適用する際に

はより慎重な判断

を行うべきであ

る。

市の財政負担を軽減し、減額による経済的

支援の公平感を維持するためにも減額を行

うにあたっては、その必要性、合理性、公

平性等をルールに基づき慎重に検討しなけ

ればならない。特に市関係団体に対して減

額する場合には、緊密な関係の中での取引

となり、不透明感を伴う場合があることか

ら、より慎重に（ルールに基づき）判断を

しなければならない。

3. 【結果３】

減免するに当たっ

てより慎重な判断

がされたことを減

免申請書に残すべ

きである。

単に説明する量を増加させる必要があると

いうのではなく、必要な審議が実施され、

減額・免除が決定されたのかを免除・減額

申請書を見ればわかる状態にしておく必要

がある。

4. 【結果４】

減額判断を検討す

るため借手の財務

状況を判断できる

資料をルール上明

確に必要資料に加

えるべきである。

減額申請書の必要資料に借手の財務状況が

わかる資料（財務諸表等の決算書や税務申

告書など）は資料として求められていない。

財務情報の入手をルール上明確にした上で

減額判断を検討する方法に変更するべきで

ある。

5. 【意見１】

使用許可及び貸付

に関して台帳によ

る情報の一元化が

望ましい。

行政財産の使用許可及び貸付は、所有資産

の有効活用の一環での行為であり、管理台

帳の存在が不可欠と思われる。このことは

普通財産の貸付についても言えるが、現状
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では公有財産台帳が資産の管理台帳である

ところ、使用許可及び貸付に関する情報は

財務規則上、特に台帳記載事項とは規定さ

れておらず、全庁的な台帳管理がされてい

ない状態であり、全庁的な統一的管理が難

しい状態となっている。

将来に向けて使用許可及び貸付に関して台

帳による情報管理の一元化が図られること

が望ましい。

6. 【意見２】

使用許可及び貸付

の情報共有が図ら

れる仕組みづくり

を行うことが望ま

しい。

行政財産の使用許可及び貸付並びに普通財

産の貸付について、市では各原局で独自に

管理を行っているのが現状である。行政財

産の使用許可及び貸付並びに普通財産の貸

付は、市としての資産の有効活用として行

っているものであり、その状況については

当然市全体として情報共有が必要なものと

なるものと考える。その意味で、使用許可

及び貸付の情報共有が図れる仕組みがつく

られることが望ましい。

現在、東大阪市では、新地方公会計対応で

固定資産台帳整備が図られているところで

あり、市において管理の必要性を認識した

場合には、使用許可及び貸付に関する事項

についても項目を設けて管理を行うように

することが望ましい。その際は必要に応じ

て財務規則の改正も検討する必要があるこ

とを申し添える。

なお、管理部局として行政財産は各原局、

普通財産は財務部管財室が主管であるが、

普通財産に財産区分を変更したから直ぐに

財務部管財室が主管になるというのではな

く、その区分変更した財産の状態がまっさ

らな状態（処分可能な状態）にするまでは

各原局で対応するという貴市ルールを遵守

した上で対応されることが望ましいことを

付言する。

7. 【結果５】
普通財産の貸付料

の算定ルールを明

普通財産の貸付料については、実質的に算

定方法はあり統一的運用はされている状態

であるが、明文的な規定がない状態である。
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文化するべきであ

る。

普通財産の貸付料の算定方針は明文的に規

定されるべきである。

第３章 包括外部監査における監査結果／意見

Ⅰ.行政財産の使用許可について

1. 【意見３】

応札業者数を増や

す取組を検討する

ことが望ましい。

（本庁舎１階喫茶室）本庁舎１階の喫茶店

については、数年に一度公募が行われ業者

が選定されている。平成 15年度の第１回目

の公募では、複数社が応募し、Ａ社が落札

しているが、平成 19 年度及び平成 26 年度

の公募ではＡ社のみが応募し、落札してい

る。

また、Ａ社には恒常的な使用料の滞納があ

り、平成 28 年 12 月末日時点において平成

27 年６月分及び平成 28 年７月分以降の支

払が滞っており、市が設定した使用料収入

が得られていない。

市は督促等をはじめとした徴収への取組に

引き続き努め、使用料の確実な納付を図る

とともに、状況に応じて再度の公募を見据

えた応募要件の更なる緩和、貸与備品の刷

新や店舗改装、または喫茶以外の他業種の

募集等、応札業者数を増やし競争性を高め

る取組を検討することが望ましい。

2. 【意見４】

産業技術支援セン

ターにおける施策

の継続を含めたあ

り方を検討するこ

とが望ましい。

（東大阪市立産業技術支援センター）今回

の包括外部監査にあたり再度当センターの

状況を確認したところ、抜本的な修繕・建

替え等は行われておらず、施設の利用状況

も高いとはいえない状況であり、前回の包

括外部監査時の状況から大きな進展はない

ものと推測される。そのため、そもそも東

大阪市の産業振興施策として当センターの

ような技術支援施設の直接貸与を維持継続

するのかといった観点も含め、今後の施策

の継続を含めたあり方を検討することが望

ましい。

3. 【意見５】
使用実態に応じた

所管の再検討を行

（東大阪市立産業技術支援センター内緑

地）本件土地は現在、東大阪市立産業技術
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うことが望まし

い。

支援センターとの関連で、経済部モノづく

り支援室の所管となっているが、実質的に

公園として使用されており、今後も引き続

き公園としての使用を認めるのであれば、

資産管理の観点からも、資産の使用実態に

応じた適切な所管の再検討を行うことが望

ましい。

4. 【意見６】

行政目的に即した

資産の活用方法を

見出すことが望ま

しい。

（東大阪市立産業技術支援センター内緑

地）本件土地は産業技術支援センター内に、

実質的に公園として使用されている。しか

し、産業技術支援センターは東大阪市の産

業技術の育成及び振興を図る目的があり、

この観点から本件土地を公園として使用す

ることが行政目的に資する活用方法である

のか判然としない。本件土地について今後

とも公園として活用するのか、または近隣

接地の活用方法とも照らして、別の活用方

法を目指すのか、本件土地は行政財産であ

り、その活用のあり方は明確にすることが

必要と考える。本件土地について貴市の行

政目的に即した活用のあり方を見出すこと

が望ましい。

5. 【結果６】

使用料免除の判断

の際は多角的情報

から判断するべき

（特に財政状態、

経営成績等を考慮

するべき）である。

（水防倉庫）使用許可先（恩智川水防事務

組合）は公益目的事業に従事しているが、

東大阪市行政財産使用料条例施行規則第４

条第１号に規定する「収益を目的としない

使用」に該当するかどうかについて、十分

に検討がされたことがわかるように減免申

請書に記載されることが必要であるととも

に、減免率の決定においては、使用許可先

の財政状態等に鑑みて検討すべきである。

6. 【意見７】

誤解を招く関連書

類の日付は避ける

ことが望ましい。

（水防倉庫・恩智川水防事務組合）行政財

産使用料免除申請書の日付が使用許可書日

と同一であった。上記資料の日付が同一で

あると、詳細な検討を経て減免率が決定さ

れているのか疑念が生じるところである。

市の回答では、実質的な検討は書面決裁日

よりも前に十分行っているとのことである

が、使用許可や減免の申請、決定は、使用
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開始前に終了しておく必要があると伺って

いるため、形式的に承認手続を行っている

かのような誤解を招く可能性がある状況は

避けることが望ましい。

7. 【結果７】

使用料を減免する

に当たってどのよ

うな過程を経て判

断がされたのかが

わかるよう、判断

の根拠を免除申請

書に残すべきであ

る。

（東大阪市民ふれあい祭りの倉庫）減免は

あくまで特例措置であり、相応の理由があ

るから取られる政策のはずであり、その理

由は市民、議会へも充分に説明が行われる

べきものであることから、減免の決定に際

して、当該使用許可がどのように「市民の

まちづくりに寄与するもの」であると判断

したか、必要な審議が実施されより慎重な

判断がされた上で使用料減免決定が行われ

たことが分かるよう、その判断根拠を十分

に免除申請書に残すべきである。

8. 【意見８】

実態に応じた資産

の運用管理を行う

ことが望ましい。

（荒本春宮自治会向け使用許可道路事業用

地残地、菱屋東三丁目）道路改良事業の終

了により、道路改良事業用地としての行政

目的は失われており、本件土地の現況を踏

まえつつどのように活用することが市民全

体の福祉に合致するか、行政目的の変更や

売却等の可能性を含めて検討の上、実態に

応じた資産の運用管理を行うことが望まし

い。

9. 【意見９】

実態に応じた資産

の運用管理を行う

ことが望ましい。

（都市計画道路である稲田石切線の道路用

地）都市計画道路の廃止に伴い道路改良事

業用地としての行政目的は失われており、

本件土地の現況を踏まえつつ、どのように

活用することが市民全体の福祉の向上に合

致するか、行政目的の変更や売却等の可能

性を含めて検討の上、実態に応じた資産の

運用管理を行うことが望ましい。

10. 【意見 10】

実態に応じた資産

管理を行うことが

望ましい。

（公益財団法人東大阪市シルバー人材セン

ター駐車場及び縄手・上四条校区自治連合

会住民コミュニティ広場）用地取得から相

当の年月が経過し、当初の用地の利用目的

から目的が変化している現状、また、今後

の事業認可の可能性及び現況を勘案し、隣

接する両土地について、どのように活用す
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ることが、市民全体の福祉の向上に合致す

るか、行政目的の変更や売却等の可能性を

含めて検討の上、実態に応じた資産の運用

管理を行うことが望ましい。

11. 【意見 11】

保有目的の変更を

含めた資産の有効

活用について検討

を行うことが望ま

しい。

（蓮池広場）今後の事業認可の可能性や地

域の広場として利用されている現況を勘案

し、今後、どのように資産を運用管理する

ことが、市民全体の福祉の向上に合致する

か、行政目的の変更や、計画道路対象外の

部分あるいは全てを売却等の可能性を含め

た資産の有効活用について検討を行うこと

が望ましい。

12. 【意見 12】

保有目的の変更を

含めた資産の有効

活用について検討

を行うことが望ま

しい。

（都市計画道路小阪稲田線上の土地）今後

の事業認可の可能性及び現況を勘案し、本

件土地について、今後どのように資産を運

用管理することが、市民全体の福祉に合致

するか、行政目的の変更や売却等の可能性

を含めた資産の有効活用について検討を行

うことが望ましい。

13. 【意見 13】

保有目的の変更を

含めた資産の有効

活用について検討

を行うことが望ま

しい。

（都市計画道路太平寺上小阪線上の土地）

今後の事業認可の可能性及び現況を勘案

し、本件土地について、今後どのように資

産を運用管理することが、市民全体の福祉

に合致するか、行政目的の変更や売却等の

可能性を含めた資産の有効活用について検

討を行うことが望ましい。

14. 【意見 14】

実態に応じた資産

の運用管理を行う

ことが望ましい。

（都市計画道路東大阪中央線の道路用地）

都市計画道路の廃止に伴い道路用地として

の目的はすでに喪失していること及び同地

の現況より、財産区分の見直しや、本件土

地を今後どのように活用することが、市民

全体の福祉の向上に合致するか、現状の目

的外使用許可から有償貸付のみならず売却

の可能性を含めた検討の上、実態に応じた

資産の運用管理を行うことが望ましい。

15. 【意見 15】

使用許可先を固定

化せず、定期的に

公募を検討するこ

とが望ましい。

（小阪斎場）使用料については東大阪市行

政財産使用料条例施行規則に基づいて適切

に設定され、減免も行っていないことから

経済性に問題は少ないが、特定の事業者に
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固定して使用許可を継続することは、同業

の他事業者との機会の公平性、手続の透明

性の面から問題となる。

したがって定期的に使用許可する事業者を

公募するなど、手続の透明性を高めること

が望ましい。

16. 【結果８】

使用料免除の判断

の際は多角的情報

から判断するべき

（特に財政状態、

経営成績等を考慮

するべき）である。

（文化財課俊徳道倉庫）使用許可先（（公

財）東大阪市文化振興協会）は公益目的事

業のみならず、収益事業も行っており、協

会事務所としての使用が、施行規則第４条

第１号に規定する「収益を目的としない使

用」に該当するかどうかについて、十分に

検討がなされていない。

減免の際には、使用許可先の財政状態、経

営成績等も踏まえ、多角的に判断するべき

である。

なお、使用許可先は、公募により、市から

指定管理業務を受託している。他の指定管

理事業者と公募競争させる際に、使用許可

先以外が不利になる結果となるため、公平

性及び競争原理を阻害しない範囲内で、減

免額を決定することが望ましい。

17. 【意見 16】

属人的な業務管理

から組織的業務管

理への変換が求め

られる。

当該資産（郷土博物館前、旧河澄家前、埋

蔵文化財センター前土地）に係る使用料に

関して２ヵ月の納付遅れとなっている。こ

れは、年度末に、所管課内において職員間

の情報共有が不十分で、事務・請求遅れと

なったことによるものである。適切な引継

ぎ等を行い、事務・請求手続を行えるよう、

属人的な業務管理から組織的業務管理への

変換が求められる。

18. 【意見 17】

使用許可先の選定

において、公募す

ることが望まし

い。

（東大阪市立縄手南中学校内自動販売機

等）現状の使用許可先（東大阪市立縄手南

中学校給品部運営委員会等）への使用料を

減免することにより、利用者である生徒等

の負担軽減を行っているとのことである

が、公募を行うことにより、透明性、公平

性が確保され、市の使用料収入の増加を図
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るあるいは、利用者負担のさらなる軽減を

図ることが望ましい。

また、自動販売機の販売価額を公募条件と

することにより、利用者への還元を実効的

に担保することが望ましい。

19. 【意見 18】

使用許可先の選定

において、公募す

ることが望まし

い。

（東大阪市立縄手南中学校給品部等）現状

の使用許可先への使用料を減免することに

より、利用者である生徒等の負担軽減を行

っているとのことであるが、公募を行うこ

とにより、透明性、公平性が確保され、市

の使用料収入の増加、あるいは、利用者負

担のさらなる軽減へとつながることが期待

される。

また、現状の使用先について 95％減免を行

っているが、当該減免率は過去からの継続

によるもので明確な根拠がない。この点、

利用者負担の軽減を優先するのであれば、

公募することにより、利用者負担のさらな

る軽減を図りつつ、市の使用料収入の増加

を図ることが望ましい。

20. 【意見 19】

自治会館用地につ

いて、各部課で管

理するのではな

く、主管の部課に

おいて統一して管

理することが望ま

しい。

（東大阪市立総合体育館敷地内自治会館用

地）当該資産は東大阪市立総合体育館の敷

地ということもあり、青少年スポーツ室が

所管しており、使用許可の判断を行ってい

る。他部課においても自治会館用地を管理

しており、各部課にてそれぞれ使用許可・

貸付等の判断を行っているが、各部課の判

断に差異が生じる余地が残る可能性があ

る。当該自治会館用地については、原局が

保有し続けることが果たして妥当かどうか

の判断をした上で、主管の部課において統

一して管理することが望ましい。

21. 【意見 20】

自治会館用地につ

いて、各部課で管

理するのではな

く、主管の部課に

おいて統一して管

理することが望ま

しい。

（花園図書館敷地内自治会館用地）現状、

当該資産は花園図書館の敷地ということも

あり、社会教育課が所管しており、使用許

可の判断を行っている。他部課においても

自治会館用地を管理しており、各部課にて

それぞれ使用許可・貸付等の判断を行って

いるが、各部課の判断に差異が生じる余地
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が残る可能性がある。当該自治会館用地に

ついては、原局が保有し続けることが果た

して妥当かどうかの判断をした上で、主管

の部課において統一して管理することが望

ましい。

22. 【意見 21】

有効活用にかかる

基本方針を具体的

に進めていくこと

が望ましい。

（長瀬調節池地上土地）使用許可をする前

提として保有資産の基本方針があることが

必要であるが、有効活用にかかる基本方針

が具体的に進んでいない状況にあり地下に

調節池（長瀬調節池）がある関係で、地上

の用途に大幅な制限があるとのことだが、

どのような条件なら利用可能なのかを関係

部署と調整の上明確にし、有効活用にかか

る基本方向を具体的に進めていくことが望

ましい。

23. 【意見 22】

単一の部課におい

て所管することが

望ましい。

（長瀬調節池地上土地）本件土地について

複数の管理部課が管理することとなってい

るが、活用方法を明確化した上で、単一の

部課がまとめて管理することが望ましい。

Ⅱ.普通財産の貸付について

1. 【結果９】

財務規則に求めら

れた公有財産評価

を適時適切に実施

するべきである。

（共通事項）東大阪市財務規則第 141 条第

３項によれば、財務部長は、公有財産につ

いて、３年ごとに、その年の３月 31日の現

況について、評価しなければならないとさ

れている。前回の評価は平成 24年度に行わ

れているため、平成 27年度に評価を行う必

要があったが、評価は行われていなかった。

財務規則により求められている公有財産評

価を適時適切に実施するべきである。

2. 【結果 10】

契約更新の際に連

帯保証人の現況確

認を実施するとと

もに、当該保証人

の印鑑証明の再入

手を検討するべき

である。

（共通事項）東大阪市では、契約期間の更

新を通して契約関係が長期にわたるものが

あるが、そのような契約についても連帯保

証人の現況確認は実施されていない。また、

契約が更新される場合でも当該保証人の印

鑑証明の再入手はされていない。

契約更新の際の連帯保証人の現況確認や当

該保証人の印鑑証明の再入手を検討するべ

きである。
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3. 【意見 23】

貸付けている普通

財産の現場確認を

定期的に実施する

のが望ましい。

（共通事項）契約書に記載された用途以外

での使用がないよう、現場確認や使用状況

の把握を行うのが望ましい。

4. 【結果 11】

普通財産貸付申請

書を適切に保存す

るべきである。

（大阪法務局、大阪地方検察庁用地）普通

財産貸付申請書の提出を求めたところ、同

書類が保存されていなかった。同書類は東

大阪市財務規則第 151 条及び第 152 条に規

定されているように、賃借人の普通財産を

借り受ける意思を確認する上で、重要な書

類であると考えられるため、適切に保存す

るべきである。

5. 【結果 12】

早期に賃料減免の

解消を検討するべ

きである。

（日下町八丁目地内市有地）市とＡ氏との

当初の契約によれば、一定期間ごとに賃料

が増額され、平成 28年度において減免が解

消される予定であったが、平成 28 年 12 月

末時点においても 60％の減免が行われて

いる。

現在の賃料は規則に基づいて計算した賃料

の 40％と低くなっており、市とＡ氏との当

初の契約では平成 28 年度に減免が解消さ

れる予定であったことに鑑みれば、早期に

賃料減免の解消を検討するべきである。

6. 【結果 13】

貸付契約保証金が

設定されていない

ため、貸付契約保

証金の設定を徹底

するべきである。

（旧石切駅前店舗用地）東大阪市財務規則

第 157 条によれば、普通財産の借受人は、

貸付契約保証金を納付しなければならず、

契約期間が 10年未満の場合は、貸付料の３

カ月分相当額以上を納付する必要がある

が、当契約においては、貸付契約保証金が

設定されていない。貸付料の回収を確実に

するためにも、貸付契約保証金の設定を徹

底するべきである。

7. 【結果 14】

連帯保証人を設定

していないため、

連帯保証人の設定

を徹底するべきで

ある。

（旧石切駅前店舗用地）東大阪市財務規則

第 158 条に規定されている連帯保証人が設

定されていない。貸付料の回収を確実にす

る趣旨より、連帯保証人の設定を徹底する

べきである。
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8. 【結果 15】

普通財産貸付申請

書を適切に保存す

るべきである。

（旧石切駅前店舗用地）普通財産貸付申請

書が保存されていなかった。同書類は東大

阪市財務規則第 151 条及び第 152条に規定

されているように、賃借人の普通財産を借

り受ける意思を確認する上で、重要な書類

であると考えられるため、適切に保存する

べきである。

9. 【結果 16】

貸付契約保証金が

設定されていない

ため、貸付契約保

証金の設定を徹底

するべきである。

（東地区市有地）東大阪市財務規則第 157

条に規定されている貸付契約保証金が設定

されていない。貸付料の回収を確実にする

ためにも、貸付契約保証金の設定を徹底す

るべきである。

10. 【結果 17】

連帯保証人を設定

していないため、

連帯保証人の設定

を徹底するべきで

ある。

（東地区市有地）東大阪市財務規則第 158

条に規定されている連帯保証人が設定され

ていない。貸付料の回収を確実にする趣旨

より、連帯保証人の設定を徹底するべきで

ある。

11. 【結果 18】

普通財産貸付申請

書を適切に保存す

るべきである。

（東地区市有地）普通財産貸付申請書が保

存されていなかった。同書類は大阪市財務

規則第 151 条及び第 152 条に規定されてい

るように、賃借人の普通財産を借り受ける

意思を確認する上で、重要な書類であると

考えられるため、適切に保存するべきであ

る。

12. 【結果 19】

貸付契約保証金が

設定されていない

ため、貸付契約保

証金の設定を徹底

するべきである。

（東地区市有地）東大阪市財務規則第 157

条に規定されている貸付契約保証金が設定

されていない。貸付料の回収を確実にする

ためにも、貸付契約保証金の設定を徹底す

るべきである。

13. 【結果 20】

連帯保証人の署名

等を入手していな

いため、入手を徹

底するべきであ

る。

（旧小若江住宅用地）Ｈ氏の契約では、連

帯保証人の欄が設けられ、押印がなされて

いるが、連帯保証人の欄の記名ないし署名

が空欄のままとなっている。連帯保証人は

普通財産の借受人の債務を保証することに

ついて同意し署名ないし記名押印するた

め、署名ないし記名押印のない連帯保証契

約の有効性には疑問が残る。連帯保証人の

署名等について、入手を徹底するべきであ

る。
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14. 【結果 21】

期間満了に伴う更

新手続が適切に行

われていない契約

があるため、状況

把握に努めて、契

約更新手続が適切

に行われるように

すべきである。

（旧小若江住宅用地）東大阪市財務規則第

151 条第２項では、貸付期間の更新を受け

ようとする者は、契約満了の１カ月前まで

に普通財産貸付期間更新申請書を提出しな

ければならないとされているが、旧小若江

住宅用地の契約においては、更新手続がで

きていないものが散見された。市としても

期間満了が近い契約については、契約更新

の意思確認を行うなど、状況把握に努めて、

契約更新手続が適切に行われるようにすべ

きである。

15. 【結果 22】

新たに賃貸借契約

書等を取り交わす

べきである。

（旧小若江住宅用地）当契約について、市

に賃貸借契約書及び普通財産貸付申請書の

提出を求めたところ、同書類が保管されて

いなかった。保管されていない理由は明ら

かではないが、昭和 42 年 3 月の貸付開始

時から契約書がない旨の所管課担当者のメ

モが残されていた。

市と貸付先との間で取り交わした契約書が

存在しない場合、賃貸料の延滞等による損

害賠償や原状回復を貸付先に求めることが

可能であるか疑問である。市と貸付先の契

約関係を明確にするためにも、新たに賃貸

借契約書等を取り交わすべきである。

16. 【結果 23】

貸付契約保証金が

設定されていない

ため、貸付契約保

証金の設定を徹底

するべきである。

（旧上小阪住宅敷地）東大阪市財務規則第

157 条に規定されている貸付契約保証金が

設定されていない。貸付料の回収を確実に

するためにも、貸付契約保証金の設定を徹

底するべきである。

17. 【結果 24】

連帯保証人を設定

していないため、

連帯保証人の設定

を徹底するべきで

ある。

（旧上小阪住宅敷地）東大阪市財務規則第

158 条に規定されている連帯保証人が設定

されていない。貸付料の回収を確実にする

趣旨より、連帯保証人の設定を徹底するべ

きである。

18. 【結果 25】

普通財産貸付申請

書を適切に保存す

るべきである。

（旧上小阪住宅敷地）普通財産貸付申請書

が保存されていなかった。同書類は大阪市

財務規則第 151 条及び第 152 条に規定され

ているように、賃借人の普通財産を借り受

ける意思を確認する上で、重要な書類であ
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ると考えられるため、適切に保存するべき

である。

19. 【結果 26】

貸付契約保証金が

設定されていない

ため、貸付契約保

証金の設定を徹底

するべきである。

（旧建設局敷地一部）東大阪市財務規則第

157 条に規定されている貸付契約保証金が

設定されていない。貸付料の回収を確実に

するためにも、貸付契約保証金の設定を徹

底するべきである。

20. 【結果 27】

連帯保証人を設定

していないため、

連帯保証人の設定

を徹底するべきで

ある。

（荒本西一丁目市有地）東大阪市財務規則

第 158 条に規定されている連帯保証人が設

定されていない。貸付料の回収を確実にす

る趣旨より、連帯保証人の設定を徹底する

べきである。

21. 【結果 28】

貸付契約保証金が

設定されていない

ため、貸付契約保

証金の設定を徹底

するべきである。

（吉田二丁目市有地）東大阪市財務規則第

157 条に規定されている貸付契約保証金が

設定されていない。貸付料の回収を確実に

するためにも、貸付契約保証金の設定を徹

底するべきである。

22. 【結果 29】

連帯保証人を設定

していないため、

連帯保証人の設定

を徹底するべきで

ある。

（吉田二丁目市有地）東大阪市財務規則第

158 条に規定されている連帯保証人が設定

されていない。貸付料の回収を確実にする

趣旨より、連帯保証人の設定を徹底するべ

きである。

23. 【結果 30】

貸付契約保証金が

設定されていない

ため、貸付契約保

証金の設定を徹底

するべきである。

（電柱及び地中送電線用地、ガス管敷設用

地及び配電線支持物設置用地）東大阪市財

務規則第 157 条に規定されている貸付契約

保証金が設定されていない。貸付料の回収

を確実にするためにも、貸付契約保証金の

設定を徹底するべきである。

24. 【結果 31】

連帯保証人を設定

していないため、

連帯保証人の設定

を徹底するべきで

ある。

（電柱及び地中送電線用地、ガス管敷設用

地及び配電線支持物設置用地）東大阪市財

務規則第 158 条に規定されている連帯保証

人が設定されていない。貸付料の回収を確

実にする趣旨より、連帯保証人の設定を徹

底するべきである。

25. 【結果 32】

契約書の自動更新

条項について見直

しをすべきであ

る。

（河内警察署待機宿舎、額田駅前交番他の

交番用地）過去の定期監査において指摘事

項となったため、今後は自動更新の契約に

ついて見直しを行う方針とのことである
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が、契約書は当初の契約締結時の書面のみ

で、その後は作成されていない。定期監査

で指摘されている以上、更新時に契約書の

自動更新条項の見直しをすべきである。

26. 【結果 33】

貸付資産の使用状

況・使用実態の定

期的な確認実施が

必要である。

（額田会館ほか各自治会館用地）過去の経

緯から売却・返却が困難であり、今後も継

続して無償貸付を行う場合であっても、市

の財産として認識している資産である以

上、管理を行う必要があり、それぞれの自

治会用地につき、「目的財産の取得の経緯」、

「現在の使用状況」等の情報を整理し、業

務手続として使用状況の定期的な確認を実

施する必要がある。

また、実地調査の結果から、仮に転貸等が

行われていた場合であってもそれが判明し

ない状況にあり、自治会側とのコミュニケ

ーション等からその使用実態を把握する必

要がある。

27. 【結果 34】

減免を判断が市の

慎重な検討の結果

下されたのかが資

料からは判然とし

ない、明確に残す

べきである。

（額田会館ほか各自治会館用地）市では規

定等で減免に関するルールを定めていると

しているが、そのルールは漠然としたもの

であり、解釈の幅が非常に広いものである

ことから、「何故減免適用が適当なのか？」

ということについて、様々な考慮すべき点

について慎重に判断の上で決定したことが

分かるように、しっかりと書面に残す必要

がある。

28. 【結果 35】

減免を判断する際

に減免額を試算す

べきである。

（額田会館ほか各自治会館用地）市では政

策的判断の下で減免が妥当と判断している

とのことだが、それは経済的な支援（便宜

供与）をしていることに相違なく、実質的

には補助金を支給していることと同義であ

る。その観点からは、どの程度市として経

済的支援をしているのかを把握することが

他の有償で貸付けている団体との比較から

しても当然のことであるが、実際はその算

定を行っていないため、どの程度の影響額

があるのかを把握できていない。減免はあ
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くまで例外的措置であるため、減免額を試

算すべきである。

29. 【意見 24】

無償使用となって

いるロッジくすの

きについての状況

を早急に解消する

ことが望ましい。

（ロッジくすのき）下北山村の担当者との

間で認識の齟齬があるため、担当者間の交

渉のみならず、東大阪市としての意思決定

を明確に示し、当該状況を早急に解消する

ことが望ましい。

30. 【意見 25】

早急に買取りに応

じるよう継続的に

働きかけることが

望ましい。

（都市計画道路府道八尾枚方線用地）早急

に買取りに応じるよう大阪府に対して継続

的に働きかけることが望ましい。

31. 【結果 36】

貸付料免除の判断

の際は多角的情報

から判断するべき

（特に財政状態、

経営成績等を考慮

するべき）

（東大阪市シルバー人材センター）本契約

において貸付料は 100％減免されている。

しかし、貸付先が公益団体等で、かつ、資

産の使用内容が収益を目的としていなけれ

ば、減免率を 100％にしなければならない

わけではなく、条例上は容認規定であり、

必ずしも全額免除する必要性はない。減免

率の決定にあたっては、貸付先の財政状態

等を含む多角的情報に鑑みて判断するべき

である。

32. 【意見 26】

誤解を招く関連書

類の日付は避ける

ことが望ましい。

（東大阪市シルバー人材センター）貸付料

免除申請書の日付が契約書日と同一であっ

た。減免率の決定においては十分な検討が

必要なところであるが、上記資料の日付が

同一であると、詳細な検討を経て減免率が

決定されているのか疑念が生じるところで

ある。市の回答では、実質的な検討は書面

決裁日よりも前に十分行っているとのこと

であるが、貸付や減免の申請、決定は、貸

付前に終了しておく必要があると伺ってい

るため、形式的に承認手続を行っているか

のような誤解を招く可能性がある状況は避

けることが望ましい。

33. 【意見 27】

貸付先の選定につ

いて検討すること

が望ましい。

（東大阪市シルバー人材センター）貸付先

である河内地域労働者福祉協議会は地域の

労働相談窓口として業務を行っているが、

公益団体等ではない。そのため、本来は、
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同団体が公益性のある事業を営んでいるの

か検討が必要であるとともに、普通財産の

貸付である以上、貸付先の選定においては

同団体以外の事業者の参入も検討されるこ

とが望ましい。

貸付先の選定にあたり、定期的に貸付する

事業者を公募するなど、他事業者の参入も

検討することが望ましい。

34. 【結果 37】

減免率の決定に際

しては貸付先の財

政状態等を検討す

べきである。

（東大阪市加納土地改良区事務所等用地）

減免は任意規定である。貸付先の決算書を

見る限り、減免がなければ事業継続は難し

い状況と考えられるが、公共組合等が貸付

先であれば即 100％減免というわけではな

いことを斟酌し、慎重な判断が求められる

ことに留意の上で、減免率の決定に際して

は貸付先の財政状態等を検討すべきであ

る。

35. 【結果 38】

減免率は一定の根

拠をもって設定す

ることを検討すべ

きである。

（東大阪商工会議所東支所用地）減免率

50％（もしくは 70％）という数字に具体的

根拠がなく、【結果１】で指摘したとおり

貸付先の財政状態、補助金等の関係から、

減免率は一定の根拠をもって設定すること

を検討すべきである。なお、これは一例で

あり、当該事例と類似の他施設もあること

から、当該施設だけの事例にとどまること

なく検討されたい。

36. 【意見 28】

普通財産のあり方

について検討する

ことが望ましい。

（東大阪マシナリーなど駐車場）本件土地

は普通財産であり、何の行政目的もなく普

通財産を駐車場用地として長期間運用する

ことは、市の業務のあり方として望ましい

状況とは考えられない。本件土地の事業目

的を再度検討するとともに、場合によって

は民間会社等に譲渡の上、固定資産税等の

税収を確保することが望ましい。

37. 【意見 29】

保有目的の変更を

含めた土地の有効

活用について検討

を行うことが望ま

しい。

（司馬遼太郎記念館隣接の（仮称）市民広

場（行政財産））（仮称）市民広場は市民

広場整備目的で先行取得したが、事業化が

進まない中、来館者の憩いの場として外部

者への使用を許可することで保有資産の有
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効活用を図っている。今後の市民広場整備

の可能性及び現況を勘案し、本件土地につ

いて行政目的の変更等の可能性を含めた資

産の有効活用について検討を行うことが望

ましい。

38. 【結果 39】

利益相反者がある

場合の決議規定を

整備・運用すべき

である。

（司馬遼太郎記念館用地（行政財産及び普

通財産））市長が（公財）司馬遼太郎記念

財団の理事を兼務されており、貸付料の

100％減免を決定する上で利益相反の関係

となる可能性が考えられる。現状、東大阪

市において利益相反関係者が存在する場合

の意思決定に際して、決議の公平性を担保

できる施策等はない。今後、同様の事案が

生じることを見据え、市全庁で見直しを図

り、規定等の整備及びその運用がなされる

べきである。

39. 【結果 40】
減免率を再検討す

るべきである。

（司馬遼太郎記念館用地（行政財産及び普

通財産））減免は任意規定である。そのた

め、必ずしも貸付料を全額免除する必然性

はない。特に本記念館は入館料、書籍販売

等の収入もあり、100％減免することに正当

な根拠があるか不明である。既締結の契約

であるため、その契約内容を一方的に見直

すことはできないが、次回の契約更新（平

成 42年）までは時間があることから、減免

率が不合理であれば覚書等により適宜、減

免率を見直すことを検討すべきである。

40. 【結果 41】

無償貸付とする合

理性を明確にする

必要がある。

（東大阪市長瀬診療所、東大阪市荒本平和

診療所）現在においても土地と建物の貸付

料については無償としており、当初の貸付

金についても回収の目途が立っていない。

かつ、無償を前提とした形のため、有償で

ある場合の貸付料がいくらになるのかの算

定も行っていない。当初の経緯はあるもの

の、両診療所への貸付金回収の方向性や無

償貸付の妥当性について十分に検討し、市

民に公表するとともに、東大阪市として長

期的な地域医療における両診療所の位置づ

け、運営形態のあり方を協議すべきである。
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以 上


